
令和７年度(2025年度） 道立病院局組織機構改正について 資料１－２

主 な 改 正 内 容

江 差 病 院

① 精神科ショートケアの体制整備

▶ 精神科病棟の「休止」に伴う外来機能の充実強化のため、 リハビリテーション科の作業療
法士の暫定配置を継続

羽 幌 病 院

② リハビリ機能の体制確保

▶ 地域で必要な医療に対応するため、理学療法士の暫定配置を継続し、地域包括ケア病床
やフレイル外来などの機能体制を維持

子ども総合医療・療育センター

③ 特定集中治療室（PICU、NICU）の体制強化

▶ 新生児科医師の宿日直体制の見直しや必要な配置体制を確立し、道内唯一の小児総合専
門施設として新生児に係る医療機能の充実を図るために医師を増員

④ 地域連携課の入退院支援機能の強化

▶ 入退院に係る院内の多職種連携や関係機関との情報共有など支援体制の充実を図るこ
とに加え、新たな診療報酬の体制加算による増収効果を見込み看護師を増員

⑤ 病棟薬剤業務に対応する体制の整備

▶ 道内唯一の小児高度専門医療施設として安定的に病棟薬剤業務を遂行していけるよう、
薬剤師を増員し、薬剤部門の体制強化


